
訪問看護重要事項説明書 
 

１． この重要事項説明書は指定訪問看護、指定介護予防訪問看護サービス提供契約締結に際し

て、ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

２． 提供するサービスについての相談窓口 

   電話 058-216-0753      （月曜日～金曜日 9：00～17：00） 

   担当 磯邉 美樹 

    ※ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 

 

３．指定介護予防訪問看護サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 合同会社ｉ-なごみ 

代 表 者 氏 名 磯邉 美樹 

本 社 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

岐阜市長良東 1丁目９６番地２ 

本社 058-216-0753 

法人設立年月日 令和 3年 1月 20 日 

 

４．利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 ｉ－なごみ訪問看護ステーション 

介 護 保 険 指 定 

事 業 者 番 号 
2160191181 

事 業 所 所 在 地 岐阜市長良宮路町 3丁目 20番地１-103 

連 絡 先 

相 談 担 当 者 名 

058-216-0753 Fax058-216-0754 

磯邉 美樹 

事業所の通常の 

事業の実施地域 

岐阜市、山県市、各務原市、羽島市、瑞穂市、岐南町、本巣市、北方町、

大野町、美濃市 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

 

要介護状態（介護予防にあっては要支援状態）等または医療が必要な状態

である時、主治医が必要と認めた高齢者等に対し、看護職員、理学療法士

等がご本人ご家族の意思を尊重しながら適正な看護、医療的処置、リハビ

リテーション、日常生活を維持するために必要な支援を提供することを目

的とする。 

運 営 の 方 針 

 

主治医の訪問看護指示書等に基づき要介護者等の心身の特性を踏まえ、必

要な医療的処置、日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の

確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。 

可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、

その療養生活を支援するとともに利用者の意思を尊重し心身、生活機能の

維持又は向上を目指すものとする。 

また地域において関係機関と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供

に努める。 

職員は自己研鑽に努め、常に在宅看護の変革、向上を目指し必要な研修等

に参加する。 

 

 



 

(3)  事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

(4)  サービス提供可能な日と時間帯 

サービス提供日 月曜日～金曜日 （土日祝日、12/30～1/3 を除く） 

サービス提供時間 9 時～17時（必要な場合は時間外でも対応可能） 

 

(5) 事業所の職員体制 

管理者 保健師  磯邉美樹 

 

 
資格 常勤 非常勤 計 

訪問看護 

 

管理者（兼務） １名 ０名 １名 

保健師（兼務） １名 ０名 １名 

看護師 ２名 １名 ３名 

准看護師 １名 １名 ２名 

理学療法士 ０名 １名 １名 

事務員 １名 ４名 ５名 

 

５．提供するサービスの内容 

① 看護介護業務（利用者に対して） 

・バイタルサインチェック（血圧・体温・脈拍・簡易酸素飽和度測定・一般状態の確

認等） 

・身体の保清（清拭・洗髪・入浴・口腔ケア・足浴手浴等） 

・療養指導（生活上の注意事項・食事指導。排せつに関する対策や指導等）  

・日常生活における療養上の世話 

 

② 医師の指示に基づく医療的ケア、処置行為 

・創傷及び褥瘡処置 

・人工肛門・人口膀胱管理ケア 

・経鼻カテーテル・胃ろうカテーテル等の管理ケア 

・尿道留置カテーテル・自己導尿管理ケア 

・在宅酸素療法管理ケア 

・在宅人工呼吸管理ケア 

・喀痰の吸引・管理 

・医師の指示による点滴 

・排せつ管理ケア（浣腸 摘便） 

営 業 日 月曜日～金曜日 （土日祝日、12/30～1/3 を除く） 

営 業 時 間 9時～17時  



③ リハビリテーション 

 ・拘縮予防 

 ・可動域訓練、各動作訓練 

 ・ＡＤＬ動作維持改善・生活上の工夫や提案 

 ・嚥下、摂食機能維持 

 ・認知症予防・指導など 

 

④ ご家族、介護者に対して 

 ・介護法アドバイス、社会資源の紹介、活用 

 ・褥瘡予防・リハビリ・食事に関するアドバイス 

 ・室内環境整備・安全対策の工夫、感染症に対する対応に関するアドバイス 

 ・家族・介護者の健康に関するアドバイス 

 

⑤ 医師の指示、ケアマネージャ―の計画に基づく訪問看護計画書の作成。 

定期的な計画の見直し、報告書の発行と関係機関との連絡・連携を図ります。 

 

 

＜看護職員の禁止行為＞ 

看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

③ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 

（利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑥ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑

行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．利用料金 

（１）介護保険による訪問看護利用料 

     サービスを利用された場合の「基本利用料」は以下の通りです。お支払いいただ「利用

者負担金」は、各利用者の負担割合に応じた額になります。介護保険給付の支給限度額

を超えてサービスを利用する場合、超過額全額をご負担いただきます。 

① １ 保健師、看護師が行う介護、介護予防訪問看護 

サービス提供時間数 

提供内容 
基本利用単位 利用料 １割負担利用料 ２割負担利用料 ３割負担利用料 

要
支
援
者
訪
問 

２０分 303 単位 3157 円 316 円 631 円 947 円 

３０分 ４５１単位 4699 円 470 円 940 円 1410 円 

６０分 ７９４単位 8273 円 827 円 1655 円 2482 円 

９０分 １０９０単位 11358 円 1136 円 2272 円 3407 円 

要
介
護
者
訪
問 

２０分 ３１４単位 3272 円 327 円 654 円 982 円 

３０分 ４７１単位 4908 円 491 円 982 円 1472 円 

６０分 ８２３単位 8576 円 858 円 1715 円 2573 円 

９０分 １１２８単位 11754 円 1175 円 2351 円 3526 円 

 ※准看護師訪問の場合は単位数の90／100となります。 

 【令和6年 4月1日改定】 

 

①‐２ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による介護予防訪問 

 

サービス提供時間数 

提供内容 
基本利用単位 利用料 １割負担利用料 ２割負担利用料 ３割負担利用料 

要
支
援
者
訪
問 

２０分  ２８４単位 2959 円 296 円 592 円 888 円 

４０分（20分×2） ５６８単位 5919 円 592 円 1184 円 1776 円 

６０分(50/100） ４２６単位 4439 円 444 円 888 円 1332 円 

要
介
護
者
訪
問 

２０分 ２９４単位 3063 円 306 円 613 円 919 円 

４０分（20分×2） ５８８単位 6127 円 613 円 1225 円 1838 円 

６０分(90/100） ７９４単位 8273 円 827 円 1655 円 2482 円 

                               【令和6年 4月 1日改定】 



 

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

 

②  利用者の状態と必要性により加算される料金 

 

［加算］ 

加 算 加算の要件 利用料 

 

1 割 

負担額 

 

２割 

負担額 

 

３割 

負担額 

算定 

回数等 

緊急時訪問看護加算 

24 時間の連絡体制を取

り、利用者の同意を得た

うえで計画外の訪問を

必要に応じて行う。 
5981 円 598 円 

 

 

1196 円 

 

 

1794 円 
1 月に 

1回 

特別管理加算(Ⅰ) 

特別な管理を必要とす

る利用者に対し、サービ

スの実施に関する計画

的な管理を行った場合

月 1回算定される。別記

条件により（Ⅰ）（Ⅱ）

に区別される。 

5210 円 521 円 

 

1042 円 

 

1563 円 

1 月に 

1回 

特別管理加算(Ⅱ) 2605 円 261 円 

 

521 円 

 

782 円 

ターミナルケア加算 

利用者の死亡日前 14 日

以内に 2 回以上ターミ

ナルケアを行った場合

（当該月につき） 

26050 円 2605 円 

 

 

5210 円 

 

 

7815 円 1 回のみ 

初 回 加 算 １ 

下記初回加算2のうち、

退院した日に支援を行

った場合 3647 円 365 円 

 

 

729 円 

 

 

 

1094 円 
初回のみ 

初回 加算２ 

新規に訪問看護計画を

作成した利用者に対し

て初回訪問を行った月

に算定される。 

3126 円 313 円 

 

 

625 円 

 

 

938 円 初回のみ 

退院時共同指導加算 

入院中に主治医等と連

携して在宅生活におけ

る必要な指導を行い文

書作成、退院後の初回訪

問看護の際に1回（特別

な管理を要するもので

ある場合は 2回）に限り

算定される。 

8336 円 834 円 

 

 

 

 

1667 円 

 

 

 

 

2501 円 
1 回 

あたり 

*利用者負担額は1割負担～3割負担までの金額を表示しています。 

                   【令和6年4月1日改定】 

 

 



 

※ 特別管理加算は、指定介護予防訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚 

生労働大臣が定める状態にあるもの)に限り、下記のとおりです。 

特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②～⑤に該当する利用者に対して訪問看護

を行った場合に加算します。 

 

（２）医療保険による訪問看護利用料 

（基本療養費＋管理療養費＋加算）×負担割合となります。（別途交通費） 

［基本部分］ 

療養費 要件 料金 

訪問看護基本療養費 

（1日につき） 

※看護師等による場合 

週 3日目まで 

週 4日目以降 

 

5550 円 

6550 円 

 

准看護師による場合 

週 3日目まで 

         週 4日目以降 

5050 円 

6050 円 

 理学療法士等による場合 5550 円 

訪問看護管理療養費 

月の初日の訪問 7670 円 

月の 2日目以降の訪問の場合 

（1日につき） 

3000 円 
（事業所状況により金額が2500円になる

可能性があります） 

【令和6年6月 1日改定】 

 

① 在宅麻薬等注射指導管理、在宅悪性腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続

投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は

気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者 

② 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅

中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管

理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指

導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者 

③ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 

④ 真皮を超える褥瘡の状態にある者 

⑤ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 



［加算］ 

加 算 加算の要件 利用料 算定回数 

2 4 時 間 対 応 体 制 加 算 
24時間の連絡体制を取り、利用者の同意を得た

うえで常時対応できる体制（月 1回） 
6520 円 1月に 1回 

緊 急 訪 問 看 護 加 算 主治医の指示を受けて行う緊急訪問 

月14日目

まで

2650 円 
月15日目

以降 

2000円 

1回につき 

特 別 管 理 加 算 ( Ⅰ ) 特別な管理を必要とする利用者に対し、サービ

スの実施に関する計画的な管理を行った場合月

1回算定される。別記条件により（Ⅰ）（Ⅱ）に

区別される。 

5000 円 

1月に 1回 

特 別 管 理 加 算 ( Ⅱ ) 2500 円 

乳幼児加算（６歳未満） 

 

指定訪問看護を実施した場合に 1 日につき加算

される。 

6 歳未満

1300 円 

 
厚生労働省

が定めるも

のに該当 

1800 円 

訪問時に 

1日 1回 

のみ 

複 数 名 訪 問 看 護 加 算 

（週 1回） 

基準告示 2 の 1 に規定する疾病等の利用者で複

数の看護師等が必要な者に対して、他の看護師

等との同行による指定訪問看護を実施した場合

（准看護師の場合） 

看護師 

4500 円 
准看護師 

3800 円 
その他の

職員 

3000 円 

週 1回 

難 病 複 数 回 訪 問 加 算 

基準告示 2 の 1 に規定する疾病等の利用者又は

特別訪問看護指示書が交付された利用者に対し

て、必要に応じて 1日 2 回または 3 回以上指定

訪問看護を実施した場合 

1日 2回目 

4500 円 
1 日 3回 

8000 円 

 

長 時 間 訪 問 看 護 加 算 

（９０分以上） 

厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者

に対し、長時間にわたる指定訪問看護を行った

場合（15 歳未満の超重症児、準超重症児は週 3

回） 

5200 円 週 1回 

情 報 提 供 療 養 費 
市町村に対して、指定訪問看護の情況を示す文

書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービ

スに必要な情報を提供した場合 
1500 円 

月 1回 

（自治体の同

意が必要） 

タ ー ミ ナ ル ケ ア 療 養 費 

在宅で死亡した利用者（ターミナルケアを行っ

た後、24時間以内に在宅以外で死亡したものを

含む）死亡日前 14日以内に、2回以上指定訪問

看護を実施した場合 

25000円 1回のみ 

退 院 支 援 指 導 加 算 
退院日の訪問を行った場合 

 

退院日に90分を超える訪問を行った場合 

6000 円 

 

8400 円 

1回のみ 

退 院 時 共 同 指 導 加 算 

入院中に主治医等と連携して在宅生活における

必要な指導を行い文書作成、退院後の初回訪問

看護の際に 1 回（特別な管理を要するものであ

る場合は2回）に限り算定される。 

8000 円 1回当たり 

【令和6年6月 1日改定】 



（３）その他の費用について 

①  交通費 

利用者の居宅が通常の事業の実施地域以外の場合、交通費 250円請求

いたします（医療保険の場合）。 

有料駐車場が必要な場合は全額ご負担願います（医療保険の場合）。 

② キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただ

いた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきま

す。 

前日までにご連絡の場合 キャンセル料は不要です 

当日のご連絡の場合 
１提供当りの料金の 

50％を請求いたします。 

ご連絡がなく看護師が訪問した

場合 

１提供当りの料金の 

100％を請求いたします。 

※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 

【令和6年6月 1日改定】 

 

７．利用料金の請求及び支払い方法について 

① 利用料、利用者負

担額（介護保険を

適用する場合）、

その他の費用の

請求方法等 

 

ア 利用料利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその

他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの

合計金額により請求いたします。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月 20日

までに利用者へ（郵送または持参）します。  

② 利用料、利用者負

担額（介護保険を

適用する場合）、

その他の費用の

支払い方法等 

 

 サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控

えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれか

の方法によりお支払い下さい。 

(ア)事業者指定口座への振り込み 

(イ)利用者指定口座からの自動振替 

(ウ)現金支払い 

 お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領

収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いしま

す。（医療費控除の還付請求の際に必要となることがありま

す。） 

 

【令和6年6月 1日改定】 

 

※ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、

正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2か月以上遅延し、さらに支払いの督

促から 14 日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い

分をお支払いいただくことがあります。 

 

 

 

 



８．虐待の防止について 

事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及する

ための研修を実施する等の措置を講じます。 

 

①事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 

    ②当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐

待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報し

ます。 

③虐待防止のための対策を検討する委員会を設置し定期的に開催し、その結果につい

て従業者に周知徹底を図ります。 

④従業者に対する虐待防止を啓発・復旧するための研修を計画的に実施しています。 

⑤事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。 

役職：管理者 氏名：磯邉美樹  

 

９．秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガ

イドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

②事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という）は、サービス提供をする上

で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③また、この秘密を保持する義務はサービス提供契約が終了した後においても継続しま

す。 

④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨

を、従業者との雇用契約の内容とします。 

 

（２）個人情報の保護について 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、

利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文

書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いませ

ん。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるもの

の他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また

処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示すること

とし開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は遅滞なく調査を

行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して

複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) 

     



１０．緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治

医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡

します。 

 

＜緊急時の連絡先＞ 

◎医療機関連絡先 

医療機関名  

主治医名  

住所  

電話番号・ＦＡＸ等  

 

◎ご家族連絡先 

氏名（続柄） （    ） 

住所  

電話番号等  

 

氏名（続柄） （    ） 

住所  

電話番号等  

 

 

 

 

 

 

 



１１．事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定（介護予防）訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町

村、利用者の家族、利用者に係る（介護予防）支援事業者（地域包括支援センターよ

り介護予防支援業務を受託している居宅介護支援事業者を含む。以下同じ）等に連絡

を行うとともに必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する指定（介護予防）訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

保険名 公益法人日本訪問看護財団 あんしん総合保険制度 

 

◎各自治体の相談窓口 

・岐阜市役所 介護保険課  

電話：（058）265-4141 

利用時間：平日（月～金）8:45-17:30 (土日祝日、12月 29日～1月 3日除く） 

・岐阜県国民健康保険団体連合会 介護・障害課苦情相談係  

電話：（058）275-9826 

利用時間：平日（月～金）9:00-17:00 (土日祝日、12月 29日～1月 3日除く） 

   ・山県市役所 健康介護課  

電話 :（0581）22-6838  

利用時間：平日（月～金）9:00-17:00 (土日祝日、12月 29日～1月 3日除く） 

・各務原市役所 介護保険課   

電話：（058）-383-2067 （058）383-1778  

利用時間：平日（月～金）8:30-17:00 (土日祝日、12月 29日～1月 3日除く） 

・羽島市役所 健幸福祉部高齢福祉課  

電話：（058）392-9932 

利用時間：平日（月～金）8:30-17:00 (土日祝日、12月 29日～1月 3日除く） 

・本巣市 真正分庁舎 健康福祉部 福祉敬愛課 高齢福祉係  

電話：（058）323-7754  

利用時間：平日（月～金）8:30-17:00 (土日祝日、12月 29日～1月 3日除く） 

・本巣広域連合 （瑞穂市、北方町、本巣市） 介護保険課   

電話：（058）320-2220 （058）320-2266 

利用時間：平日（月～金）8:30-17:00 (土日祝日、12月 29日～1月 3日除く） 

・大野町役場 民生部健康課  

電話：（0585）34-1111  

利用時間：平日（月～金）8:30-17:00 (土日祝日、12月 29日～1月 3日除く） 

   ・美濃市地域包括支援センター 

       電話：（0575）33-1122 

       利用時間：平日（月～金）8:30-17:00 (土日祝日、12月 29日～1月 3日除く） 

 

 



１２．サービス提供の記録 

① 指定（介護予防）訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料

等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の

確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。 

② 指定（介護予防）訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、そ

の記録は、提供の日から５年間保存します。 

③ 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を

請求することができます。 

  

１３．ハラスメント防止について 

事業者は、看護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるよう

ハラスメントの防止に向け取り組みます。 

 

①事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲

を超える下記の行為は組織として許容しません。 

（1）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（2）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

（3）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

   上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。 

②ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等

により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

③職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、

定期的に話し合いの場を設け、看護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。 

④ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に

対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

１４．感染症対策について 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

 

①訪問看護スタッフ等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

②事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

③事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね

６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

④事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

⑤従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

 

 

 

 

 



１５．業務継続に向けた取り組みについて 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策

定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施します。 

③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

④やむを得ない事象が発生した場合には、提携している他事業所と連携して業務を継続でき  

るよう対策を講じます。 

 

 

１６．災害時等の対応について 

気象庁による警報発令時、または大雨、強風、積雪等の悪天候、自然災害などによりサー

ビスの実施が著しく危険であると事業所が判断したときには、事業者からの申し出により、

サービスの中止または曜日の変更及び時間変更をお願いする場合があります。その場合は

事業者から可能な範囲で連絡します。 

 

１７．その他 

① 事業所の設備及び備品等、看護職員の清潔の保持及び健康状態について業務に支障

をきたさないように必要な管理を行います。 

②  訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族か      

ら提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

③  職員の研修または情報共有の為、同行訪問させていただくことがあります。 

                             【令和6年6月 1日改定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



訪問看護の提供開始にあたり、利用者（ただし利用者が判断能力に障害がみられる場合は、家

族・成年後見人との契約となる）に対して契約書及び本書面に基づいて重要事項を説明しまし

た。 

 

  

令和   年   月   日 

 

 

 

 

事業者  名称      i-なごみ訪問看護ステーション 

 

 

      所在地     岐阜市長良宮路町3丁目 20-1-103 

 

 

      説明者                       

 

 

  

私は、契約書及び本書面により，事業者から訪問看護についての重要事項の説明を受けました。 

 

 

利用者  住所                                 

 

 

 

      氏名                          印  

 

 

 

代理人  住所                                 

 

 

 

      氏名                          印  

  

 

    

       

   


